【様式第１号】
年　　月　　日
（あて先）　秋田県知事　鈴木　健太
住　　　　所　　　　　　　　　　　　
名　　　　称　　　　　　　　　　　　
代表者職氏名　　　　　　　　　　　印

秘密保持誓約書

　秋田県が保有する分析資料の貸し出しを受けるため、秋田県保有分析資料貸出要領に基づき、秘密情報の取扱いについて、次のとおり遵守することを誓約いたします。

（秘密情報の定義）　
第１条　本誓約において「秘密情報」とは、秋田県の訪日誘客に係る業務を実施することを目的として、秋田県から貸し出された基礎データ、その他一切の資料（電子データを含む）をいう。
（秘密保持の義務）
第２条　当社は、秘密情報を厳重に管理し、秋田県が委託する事業または委託しようとする事業の範囲外の目的に使用しません。また、秋田県の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示又は漏洩いたしません。
（開示範囲の制限）
第３条　
１　当社は、秘密情報を本企画提案競技の提案作成に関与する自己の役員及び従業員（以下　　「従事者」という。）のうち、必要最小限の者に限り開示するものとします。 
２　当社は、秘密情報を閲覧する全ての従事者に対し、本誓約書の内容を周知徹底し、当社が　　負う義務と同等の義務を課さなければなりません。 
３　当社は、従事者が退職した後においても、在職中に知り得た秘密情報を漏洩または私的に　　利用しないよう、当該従事者との間で必要な契約の締結、または就業規則の適用等、適切　　な措置を講じるものとします。 
４．万が一、従事者（退職者を含む）が本誓約の内容に違反した場合、当社は当該従事者と連　　帯して一切の責任を負うものとします
（複製の禁止）
第４条　当社は、秘密情報を複写又は複製（以下「複製等」という。）してはならないものとします。ただし、秋田県が委託する事業または委託しようとする事業において真に必要な範囲で行う複製等については、この限りではありません。なお、複製物についても、本誓約書に基づき秘密情報として取り扱うものとします。

（秘密情報の返却・廃棄）
第５条　当社は、企画提案競技に参加するために資料の貸出しを受けた場合で、本企画提案競技における優先交渉権者とならなかった場合、又は県から要求があった場合には、直ちに秘密情報（複製物を含む）を県に返却、又は確実な方法で廃棄・消去し、その旨を報告するものとします。
（損害賠償・ペナルティ）
第６条　当社が本誓約に違反し、秘密情報を漏洩したことにより秋田県に損害を与えた場合、当社はその一切の損害を賠償する責任を負うものとします。また、県が行う指名停止等の行政処分について、異議を申し立てないものとします。
（有効期間）
第７条
１　本誓約の有効期間は、秋田県が本誓約書に基づき資料を提供した日から開始するものと　　　し、対象となる秘密情報が公知とならない限り、期限の定めなく継続するものとします。 
２　本誓約に基づく秘密保持義務は、当社の従事者が当社を退職した後においても、当該従事
　　者本人に対して永久に存続するものとします。 当社は、退職者による違反が発覚した場
　　合、速やかに県に報告し、被害の最小化に努めるものとします。

以上

